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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラクトバチルス・プランタラム（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ ｐｌａｎｔａｒｕｍ）
、マンガン及びオリゴ糖を含有し、
　前記ラクトバチルス・プランタラム（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ ｐｌａｎｔａｒｕ
ｍ）の生菌数が１０5～１０12ＣＦＵ／ｇであり、
　前記マンガンの含有量が０．００１～５０重量％であり、
　前記オリゴ糖の含有量が０．１～９９重量％であり、
　前記オリゴ糖がセロオリゴ糖であることを特徴とする動物用飼料組成物。
【請求項２】
　対象とする動物が幼動物であることを特徴とする請求項１に記載の動物用飼料組成物。
【請求項３】
　対象とする動物が哺乳期の牛であることを特徴とする請求項１又は２に記載の動物用飼
料組成物。
【請求項４】
　前記ラクトバチルス・プランタラム（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ ｐｌａｎｔａｒｕ
ｍ）がラクトバチルス・プランタラム（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ ｐｌａｎｔａｒｕ
ｍ）ＨＯＫＫＡＩＤＯ株（ＦＥＲＭ Ｐ－１９６４５）であることを特徴とする請求項１
～３のいずれか１項に記載の動物用飼料組成物。
【請求項５】



(2) JP 5499231 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

　請求項１～４のいずれか１項に記載の動物用飼料組成物を含有することを特徴とする動
物用配合飼料。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の動物用飼料組成物又は請求項５に記載の動物用配
合飼料を動物に給与することを特徴とするラクトバチルス・プランタラム（Ｌａｃｔｏｂ
ａｃｉｌｌｕｓ ｐｌａｎｔａｒｕｍ）の生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させ
る方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラクトバチルス・プランタラムを含有する動物用飼料組成物、詳しくは牛、
豚等の動物に給与する生乳、代用乳、乾牧草等とともに、単独或いは混合して給与するラ
クトバチルス・プランタラムを含有する飼料組成物に関する。また、その飼料組成物を含
有する動物用配合飼料、及び前記ラクトバチルス・プランタラム（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｐｌａｎｔａｒｕｍ）の生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させる方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、畜産農家の経費の増加を抑えるため、動物の飼育に余剰の生乳や安価な代用乳、
農産加工副産物等を使用する場合が増えている。しかしながら、生乳や安価な代用乳等だ
けでは、移動、疾病及び飼養環境等に起因するストレスなどの要因により下痢を生じたり
、体重増加が伸びずに生産性が低下するリスクを回避することができず、しばしば、畜産
農家は経済的に損失を被っている。そこで、これらの生乳や代用乳に、様々な機能性素材
を添加することによって、これらのリスクを低下させる技術が求められている。
【０００３】
　一方、飼育頭数の多頭化や人手不足等の背景から、作業性改善の目的で、自動哺乳機等
の自動飼料給与装置の普及が進んでいる。このため、添加される飼料組成物については、
添加量が少量で済むように高濃度で機能性素材を含み、溶解性・分散性・流動性に優れた
飼料組成物が求められている。機能性素材によっては、高濃度に含有させた飼料組成物の
場合には溶解性等が悪化し、取扱い難くなる場合がある。
【０００４】
　その中で、従来から開発・利用されている乳酸菌等の微生物製剤は比較的少量で効果を
発揮する点で、一般的に動物全体に利用されており、特に、腸内細菌叢（腸内フローラ）
の形成が未熟な仔牛・子豚等の幼動物に給与する代用乳等への利用が期待されている。
【０００５】
　乳酸菌の内、植物性乳酸菌であるラクトバチルス・プランタラム（Ｌａｃｔｏｂａｃｉ
ｌｌｕｓ　ｐｌａｎｔａｒｕｍ）（以後、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ）は、古くからプロバ
イオティクスとして用いられている微生物であり、最近、抗酸化剤（特許文献１）や免疫
賦活剤（特許文献２）としての効果が認められている。さらに、特定の菌株（Ｌ．ｐｌａ
ｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株）を利用した、体重増加量向上や下痢・軟便の治療・
予防のための飼料（特許文献３）も開発されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２９１１４６号公報
【特許文献２】特開２００８－９９６３２号公報
【特許文献３】特許２００８－４８６８３号公報
【非特許文献１】Ｂｅｒｇｙ’ｓ　Ｍａｎｕａｌ（Ｐ．Ｈ．Ａ　Ｓｎｅａｔｈ　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｂｅｒｇｙ’ｓ　Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　ｓｙｓｔ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．ｖｏｌ．
２，Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ，１９８６）
【非特許文献２】中川良二、ＰＣＲ法を用いた植物性乳酸菌Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ
　ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯの識別、北海道立食品加工研究センター報告、
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７、４７－４９頁（２００７年）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ等の植物性乳酸菌は動物の消化管においては、
胃酸、胆汁酸等の影響により、必ずしも良好に生残したり、増殖できるとは限らず、給与
したＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌が動物の腸管内で維持又は増殖しないために、特許文
献１～３等において期待される効果を十分に発揮できない場合がある。特に、乳成分主体
の食餌を摂取している幼動物の腸管環境は植物性乳酸菌の生育にとって特に快適な環境と
は言えず、問題となる可能性が高い。一方、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒａｍの効果を十分に発揮
させるために、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの給与量を増大させるとコストの増加により動物
の生産性が低下することになる。
【０００８】
　そこで、本発明者らはＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍを動物の腸管内で良好に生残・増殖させ
るために、他の機能性素材と組み合せることを検討した。上述のように、その機能性素材
を高濃度に含有させた飼料組成物であっても取扱いに悪影響を及ぼさないように、一般に
溶解性・分散性が良好で、高濃度の飼料組成物としても取り扱い易い点でオリゴ糖類につ
いて検討した。しかしながら、単純に併用しても良好な結果は得られなかった。
【０００９】
　一般に、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍはラムノース、キシロース以外の炭水化物を発酵分解
する性質を有しているので（非特許文献１）、一般的なオリゴ糖を資化することはできる
。しかしながら、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍとオリゴ糖を組み合せて、動物に給与した場合
に給与したＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍにどのような影響が生じるか明らかではない。
【００１０】
　従って、本発明の目的は、植物性乳酸菌Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍを動物に給与した際に
、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させることができ
る動物用飼料組成物、その動物用飼料組成物を含有する動物用配合飼料、及びＬ．ｐｌａ
ｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させる方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的は、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ、マンガン及びオリゴ糖を含有し、前記Ｌ．ｐｌ
ａｎｔａｒｕｍの生菌数が１０5～１０12ＣＦＵ／ｇであり、前記マンガンの含有量が０
．００１～５０重量％であり、前記オリゴ糖の含有量が０．１～９９重量％であり、前記
オリゴ糖がセロオリゴ糖であることを特徴とする動物用飼料組成物によって達成される。
【００１２】
　この動物用飼料組成物を動物に給与することで、動物の消化管における胃酸や胆汁酸等
によるＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの死滅を低減することができ、動物に給与するＬ．ｐｌａ
ｎｔａｒｕｍの生菌を適正に確保することができるので、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌
を動物の腸管内において維持又は増殖させることができる。
【００１３】
　本発明に係る動物用飼料組成物の好ましい態様は以下の通りである。
（１）対象とする動物が幼動物であることを特徴とする。子牛・子豚等の幼動物は乳成分
主体の食餌を摂取しており、その腸管環境は植物性乳酸菌にとって快適な環境とは言えな
いので、本発明の動物用飼料組成物によって、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を維持又は
増殖させる対象として効果的である。
（２）対象とする動物が哺乳期の牛であることを特徴とする。哺乳期の牛は、ルーメンが
発達していないので、ルーメンの影響によるＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの死滅がなく、本発
明の動物用飼料組成物によってＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を維持又は増殖させる対象
として特に適している。
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（３）前記Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍがＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ ＨＯＫＫＡＩＤＯ株（Ｆ
ＥＲＭ Ｐ－１９６４５）であることを特徴とする。Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ ＨＯＫＫＡ
ＩＤＯ株（ＦＥＲＭ Ｐ－１９６４５）は、動物の消化管における胃酸や胆汁酸に対する
抵抗性が高いので、本発明の動物用飼料組成物によって動物の腸管内において維持又は増
殖させるＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍとして特に適している。
【００１４】
　また、上記目的は、本発明の動物用飼料組成物を含有することを特徴とする動物用配合
飼料によっても達成される。この動物用配合飼料は本発明の動物用飼料組成物を含有して
いるので、この動物用配合飼料を動物に給与することにより、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの
生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させることができる。
【００１５】
　また、上記目的は、本発明に係る動物用飼料組成物又は本発明に係る動物用配合飼料を
動物に給与することを特徴とするＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において
維持又は増殖させる方法によっても達成される。これにより、動物の消化管における胃酸
や胆汁酸等によるＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの死滅を低減することができるので、畜産農家
において容易にＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させ
ることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において良好に維持又
は増殖させることができるので、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの抗酸化、免疫賦活作用、体重
増加量向上や下痢・軟便の治療・予防の効果等の機能を十分に発揮させることができ、動
物を健康的に飼育したり、安全且つ効率的に畜産物を生産することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１９】
　本発明において使用されるＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍは、生菌剤として利用可能な菌株で
あれば特に限定はない。また、抗酸化、免疫賦活作用、体重増加量向上や下痢・軟便の治
療、自己免疫疾患予防等の菌株が備えた機能や性質には限定されないが、耐酸性や胆汁耐
性等に優れたＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの菌株が好ましい。例えばＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ
　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株（ＦＥＲＭ　Ｐ－１９６４５）、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　基準株
（ＪＣＭ１１４９Ｔ）、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＩＦＯ３０７０株等が挙げられる。特
に本発明において、生菌が動物の腸管内で維持又は増殖する効果が高い点で、Ｌ．ｐｌａ
ｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株（ＦＥＲＭ　Ｐ－１９６４５）が好ましい。
【００２０】
　本発明において使用されるＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの調製は、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ
の生育、保存安定性、耐酸性、胆汁耐性等に悪影響がなければ特に限定されない。例えば
、特許文献３に開示された方法を使用することができる。
【００２１】
　Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの培養には、一般的なＭＲＳ培地、ＧＹＰ培地、ＢＬＢ培地等
の乳酸菌用培地の他、果汁、野菜等の搾り汁、乳製品、牧草や穀物等の熱水抽出液、加水
して加熱殺菌した糟糠類分散物等、乳酸菌の増殖を抑制せず、安全な素材であれば基本的
に使用することができる。家畜用には、ＢＳＥ対策上、動物由来材料を含有していない培
地の使用が望ましい。また、培地は、接種前に滅菌することが望ましいが、物理的、化学
的、生物学的な要因により、目的の菌株以外の微生物の生育を抑制できる場合には、必ず
しも滅菌する必要はない。
【００２２】
　　培養条件は、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生残性が良好であれば特に限定されないが、
一般に、温度は２５℃～４２℃の範囲が好ましく、３０℃～３７℃の範囲がより好ましい
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。培地のｐＨは、６～８の範囲に制御されるのが好ましく、６～７の範囲に制御されるの
がより好ましい。菌株の接種量は、培地の重量又は体積に対して接種源が０．０１％～１
０％の濃度が好ましく、０．１～５％の濃度がより好ましい。初発菌数は、１０4～１０1

0ＣＦＵ／ｇの範囲が好ましく、１０6～１０8ＣＦＵ／ｇの範囲がより好ましい。培養時
間は、１０時間～１０日の範囲が好ましく、１～４日の範囲がより好ましい。これ以外の
条件でも、培地等他の条件を組み合わせて実施することができる。
【００２３】
　　本発明では、上述の培養液そのものを懸濁液状の生菌剤とすることができる。また、
培養液を濃縮することにより生菌剤とすることもできる。濃縮は、ろ過法や遠心分離法等
の公知の方法で行うことができる。また、培養液を希釈することにより生菌剤とすること
ができる。希釈には、水、果汁、野菜等の搾り汁、乳製品、牧草や穀物等の熱水抽出液、
加水して加熱殺菌した糟糠類分散物等を使用することができる。
【００２４】
　　また、培養液を遠心分離して菌体を採集し、滅菌した生理食塩水等で洗浄した後、通
風乾燥、熱風乾燥、噴霧乾燥、流動層乾燥、真空凍結乾燥等の公知の方法により乾燥し、
乾燥粉末の形態の生菌剤とすることもできる。乾燥に先立って、菌株を基材に固定するこ
ともできる。基材は、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生存に影響を与えない限り、有機物でも
無機物でも良く、多糖類、澱粉、炭酸カルシウム、スキムミルク等の乳製品の他、市販の
豆乳等も使用することができる。基材への固定は、培養液やその濃縮物又は希釈物を基材
に混合、塗布、被覆、浸透、又は噴霧すること等により行うことができる。
【００２５】
　乾燥粉末は、公知の方法により、造粒しても良く、押出成形、打錠成形等によりペレッ
ト化しても良く、またマイクロカプセル化した生菌剤としても良い。カプセル化のために
は、ゼラチン、レシチン、ステアレート類、アルギナート類、トラガカンス、アラビアゴ
ム、変性澱粉、セルロース、パルミチン等を使用することができる。
【００２６】
　また、生菌剤の製造と同様に、培養後、加熱等により殺菌した死菌体を生菌剤に混合し
て使用することもできる。
【００２７】
　本発明において使用されるマンガンの供給源は、動物の嗜好性、飼料組成物の溶解性、
流動性、保存安定性等に悪影響を与えないものであれば、特に限定されない。例えば、金
属マンガン、マンガン塩、マンガン含有食品素材、マンガン含有微生物菌体、キレート化
されたマンガンなどが使用できる。マンガン塩としては、炭酸マンガン、酢酸マンガン、
塩化マンガン、硫酸マンガン、シュウ酸マンガン、硝酸マンガン等が使用できる。マンガ
ン含有食品素材としては、食塩、穀類、野菜類、果実類、魚介類、海藻類等が使用できる
。マンガン含有微生物菌体としては、乳酸菌類、酵母類、納豆菌等が使用できる。キレー
ト化されたマンガンとしては、アミノ酸キレートマンガン等が使用できる。または、これ
らのマンガン供給源を含有する飼料が使用できる。これらのマンガン供給源は、飼料添加
物グレードのマンガン、例えば炭酸マンガンが好ましい。
【００２８】
　参考として、本発明においてオリゴ糖は、グルコース、フラクトース、ガラクトース等
の単糖類が２～１０個つながったものを意味し、動物の嗜好性、飼料組成物の溶解性、流
動性、保存安定性等に悪影響を与えない限り、特に限定されない。例えば、セロオリゴ糖
（セロビオース、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオース等）、ゲンチオ
オリゴ糖、ラミナリオリゴ糖、フラクトオリゴ糖（１－ケストース、ニストース、フラク
トシルニストース等）、トレハルロース、パラチノース、パラチノースオリゴ糖、グルコ
シルスクロース、ラクトスクロース、テアンデロース、ガラクトオリゴ糖、マルトオリゴ
糖、イソマルトオリゴ糖、ニゲロオリゴ糖、コージオリゴ糖、トレハロース、サイクロデ
キストリン、分岐サイクロデキスリン、キシロオリゴ糖、キチンオリゴ糖、キトサンオリ
ゴ糖、スタキオース、ラフィノース、レバンオリゴ糖、マンノオリゴ糖、イヌロオリゴ糖
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、アガロオリゴ糖、ネオアガロオリゴ糖等のオリゴ糖を単独又はこれらを組み合わせて使
用することができる。これらのオリゴ糖は公知の方法で製造して使用しても良いが、市販
のものを使用することができる。また、公知の方法により、デンプン、セルロース、ヘミ
セルロース、グルカン、キチン、キトサン、マンナン、キシラン、ペクチン、寒天、グア
ガム、キサンタンガムなどを加水分解して得られるオリゴ糖、さらに、市販のオリゴ糖を
酵素等により転移及び／又は重合させて得られる、未精製又は粗精製のオリゴ糖を使用し
ても良い。また、これらのオリゴ糖を含有する飼料も使用できる。これらのオリゴ糖は、
病原性細菌の利用性が低いオリゴ糖が好ましい。
　本発明において使用されるオリゴ糖は、よりＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸
管内で良好に生残又は増殖させる点で、セロオリゴ糖である。
【００２９】
　本発明の動物用飼料組成物は、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ、マンガン及びオリゴ糖を動物
の嗜好性、飼料組成物の溶解性、流動性、保存安定性等に悪影響を与えず、動物に給与す
るＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を適正に確保し、よりＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を
動物の腸管内において維持又は増殖させるため、動物用飼料組成物の重量を基準として、
Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍが１０5～１０12ＣＦＵ／ｇ、マンガンが０．００１～５０重量
％、オリゴ糖が０．１～９９重量％含有している。なお、マンガン、オリゴ糖の供給源と
して、各成分を含有する原料を使用する場合は、各成分の含有量を計算して、動物用飼料
組成物を調製する。
【００３１】
　マンガンの含有量は、さらに有効にＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの死滅を低減し、よりＬ．
ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させるために、さらに０
．０１～１０重量％が好ましい。
【００３２】
　オリゴ糖の含有量は、さらに有効にＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの死滅を低減し、よりＬ．
ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させるために、さらに１
～７５重量％が好ましい。
【００３３】
　本発明の動物用飼料組成物は、他の有用な微生物が含まれていても良い。例えば、いわ
ゆるプロバイオティクスとして有用な乳酸菌等の細菌や酵母、例えば、ラクトバチルス・
アシドフィルス、ラクトバチルス・サリバリウス、ラクトバチルス・ロイテリ、ラクトバ
チルス・ミリナス、ラクトバチルス・ペントサス、ラクトバチルス・ガッセリ、ラクトバ
チルス・ファーメンタム、ラクトバチルス・ガリナラム、ラクトバチルス・ラムノーサス
、ラクトバチルス・カゼイ、エンテロコッカス・フェカリス、エンテロコッカス・ファシ
ウム、バチルス・コアギュランス、バチルス・バディウス、バチルス・リケニフォルミス
、バチルス・セレウス、バチルス・サブチリス、クロストリジウム・ブチリカム、ビフィ
ドバクテリウム・サーモフィルス、ビフィドバクテリウム・シュウドロンガム、ビフィド
バクテリウム・ラクティス、ビフィドバクテリウム・ビフィダム、ビフィドバクテリウム
・ブレーベ、ペディオコッカス・アシディラクティシ、ストレプトコッカス・ボビス、ス
トレプトコッカス・サーモフィルス、ストレプトコッカス・インファンタリアス、サッカ
ロミセス・セレビシエ、及びこれらの混合物等が含まれていても良い。この場合には、こ
れらの微生物を別々に培養した後、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍと混合するか、又は、微生物
同士の相性が良い場合には最初から混合培養することもできる。
【００３４】
　また、本発明の動物用飼料組成物は、含有するオリゴ糖を分解等することで本発明の効
果を阻害することが無い範囲において、酵素を混合することもできる。使用可能な酵素と
しては、例えば、セルラーゼ、フィターゼ、β－グルコシダーゼ、リパーゼ、アミラーゼ
、β－グルカナーゼ、ペントサナーゼ、トリプシン、キモトリプシン、プロテアーゼ、ペ
プチダーゼ及びこれらの混合物が挙げられる。
【００３５】
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　更に、本発明の動物用飼料組成物は、動物の嗜好性に悪影響を与えたり、飼料組成物の
保存安定性や作業性の悪化や、乳成分と混合した際に、凝集、沈殿等の悪影響を与えない
範囲で、酸化防止剤（クエン酸、アスコルビン酸、ビタミンＥ等）、乳化剤（ショ糖脂肪
酸エステル、レシチン等）、増粘剤（寒天、グルコマンナン、ゼラチン等）、ビタミン類
（ビタミンＡ、Ｂ１、Ｂ２等）、フレーバー（ハーブ、ベリー、オレンジ等）等の各種成
分を混合することもできる。
【００３６】
　本発明において、動物はヒト以外の脊椎動物を意味し、牛、馬、豚、羊、鶏等の家畜、
サル、犬、猫、ハムスター、小鳥等の愛玩動物の他、魚等も含まれる。
【００３７】
　本発明の動物用飼料組成物を給与する対象動物は、動物であれば、特に、種類や給与時
期に制限はない。好ましい対象動物は、消化管の発達が十分に成熟していない幼動物であ
り、牛、豚、馬、羊等の哺乳類の幼動物が特に好ましい。更に、給与時期としては、乳成
分主体の食餌を給与されている哺乳期が好ましい。子牛・子豚等の哺乳期の幼動物は乳成
分主体の食餌を摂取しており、その腸管環境は植物性乳酸菌にとって快適な環境とは言え
ないので、本発明の動物用飼料組成物によって、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を維持又
は増殖させる対象として効果的だからである。特に対象動物として、ルーメンが発達して
おらず、ルーメンの影響によるＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの死滅がない点で、哺乳期の牛が
好ましい。
【００３８】
　本発明の動物用配合飼料は、本発明の動物用飼料組成物を含有していれば良く、形態や
他の組成物には特に制限はない。例えば、生乳、代用乳、人工乳、ほ液等の飼料に、本発
明の動物用飼料組成物を必要量添加した液状で給与する配合飼料の形態や、乾牧草、穀類
、食品加工副産物、農産加工副産物、全粉乳、脱脂粉乳等の基礎飼料に本発明の動物用飼
料組成物を必要量添加した、粉状、ペレット状、練り状等の配合飼料の形態でも良い。
【００３９】
　本発明の動物用配合飼料に対する、本発明の動物用飼料組成物の添加量は、本発明のＬ
．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させる効果が得られる
量であれば、特に制限はない。動物飼料組成物の組成や給与する動物の種類によっても異
なるが、効果とコスト面を考慮すると、動物配合飼料の重量を基準として、０．００１～
１０重量％、又は１日に、対象動物の体重１ｋｇあたり、本発明の動物用飼料組成物を０
．００１～１００ｇ、好ましくは０．０１～１０ｇ摂取するように、動物用飼料組成物の
添加量を調節する。
【００４０】
　本発明のＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させる方
法は、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ、マンガン及びオリゴ糖を対象とする動物に給与すれば良
く、その給与量は特に制限はない。Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を確保し、よりＬ．ｐ
ｌａｎｔａｒｕｍの生菌を動物の腸管内において維持又は増殖させるため、好ましくは１
日に、対象動物の体重１ｋｇあたり、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍを１０2ＣＦＵ以上、マン
ガンを０．００１～５００ｍｇ、及びオリゴ糖を０．１～１０００ｍｇ給与する。より高
い効果とコスト面を考慮すると、１日、対象動物の体重１ｋｇあたり、Ｌ．ｐｌａｎｔａ
ｒｕｍを１０5～１０9ＣＦＵ、マンガンを０．００５～１００ｍｇ、オリゴ糖を５～７５
０ｍｇ給与するのが好ましい。さらには１日、対象動物の体重１ｋｇあたり、Ｌ．ｐｌａ
ｎｔａｒｕｍを１０7～１０9ＣＦＵ、マンガンを０．０１～５０ｍｇ、オリゴ糖を１０～
５００ｍｇ給与するのが好ましい。
【００４１】
　これらの成分を同時に又は連続して給与することができれば、どのような方法で給与し
ても良く、全ての成分を飼料に混合して給与しても、それぞれの成分を別々の組成物とし
て給与しても良い。例えば、上記成分の所要量を混合して又は別々に水道水、ミネラル含
有水、生乳、全粉乳、脱脂粉乳、乳清、代用乳、人工乳、ほ液、リキッドフィード等の飲
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水又は液状飼料に溶解又は分散させて、動物に飲用液として給与しても良い。また、上記
成分の所要量を混合して又は別々に粉末、錠剤、ペレット、練り餌等の形態のサプリメン
トを調製して、給与しても良い。また、給与中の乾牧草や動物用配合飼料、ペットフード
などに振りかけたり、混合して給与しても良い。
【００４２】
　畜産農家において、容易に本発明の方法を実施するために、本発明の動物用飼料組成物
を使用して、上述の飲用液やサプリメントを調製したり、給与中の飼料等に混合等して上
記成分の所要量を動物に給与することが好ましい。
【００４３】
　また、本発明の動物用配合飼料を使用して上記成分の所要量を動物に給与することが好
ましい。
【実施例】
【００４４】
　次に本発明を実施例にて具体的に説明する。
【００４５】
（実施例１）Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工消化液中での生残性評
価
　Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの代表株としてＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株
（ＦＥＲＭ　Ｐ１９６４５）（以後、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株）を用いて、幼動物に代用乳と
ともに給与したと想定した場合の人工消化液中での生残性について試験した。なお、以下
の試験において、％は重量％を表す。
【００４６】
１．ＨＯＫＫＡＩＤＯ株菌体懸濁液の調製
　ＭＲＳ液体培地（Ｄｉｆｃｏ社製）で継代培養したＨＯＫＫＡＩＤＯ株を同培地で３７
℃、１６時間培養した。培養物を遠心分離し、菌体を生理食塩水で２回洗浄後、元の培養
液の１／１０の容量の生理食塩水に再懸濁し、菌体懸濁液を調製した。
【００４７】
２．人工胃液処理試験
　１１％還元脱脂乳水溶液１００ｍｌを１１５℃、２０分高圧滅菌処理したものに、４％
ペプシン溶液（和光純薬社製）１ｍｌ、及び上記菌体懸濁液１ｍｌを添加し、塩酸でｐＨ
３．０に調整した。これを３７℃、３時間処理することで人工胃液処理を行った。その結
果を図１に示す。人工胃液処理によりＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌は減少せず、わずかに増
殖を示した。得られた処理液を人工胃液処理液として、以下の試験に用いた。
【００４８】
３．人工腸液処理試験
　１％胆汁粉末（ＳＩＧＭＡ社製）を含む１１％還元脱脂乳４８５ｍｌを１１５℃、２０
分高圧滅菌処理したものに、１％トリプシン溶液（和光純薬社製）５ｍｌ、１％パンクレ
アチン溶液（和光純薬社製）５ｍｌを添加し、さらに、上記人工胃液処理液５ｍｌを添加
して混合し、水酸化ナトリウム溶液でｐＨ７．０に調整した。
【００４９】
　この混合物を４つの処理区に分け、
処理区１：無添加
処理区２：セロオリゴ糖（日本製紙ケミカル社製）０．０７５％
処理区３：炭酸マンガン（和光純薬社製）０．００１％
処理区４：セロオリゴ糖０．０７５％、炭酸マンガン０．００１％
の各濃度になるように、各試薬を添加した。なお、処理区のセロオリゴ糖及びマンガンの
含有量については、セロオリゴ糖１５％、炭酸マンガン０．２％を含有する動物用飼料組
成物を代用乳に０．５％添加すると想定した濃度で添加した。
【００５０】
　その後、処理区毎に１０本の８ｍｌ容量のねじ口試験管に５ｍｌずつ分注し、気相部分
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を炭酸ガスで置換して密封し、３７℃、２４時間処理することで、人工腸液処理とした。
【００５１】
　処理中のｐＨを経時的に測定するとともに、処理前後の生菌数をＭＲＳ寒天培地を用い
たプレートカウント法により測定した。プレートはアネロパック及び嫌気ジャー（三菱化
学社製）を用いて、嫌気状態として３７℃、２日間培養し、コロニーをカウントした。こ
れらの結果を図２、図３に示す。
【００５２】
　人工腸液処理液のｐＨの変化については、図１に示したように、全ての処理区で経時的
に低下しているが、１６時間処理、２４時間処理においては処理区４が最も低下していた
。従って、処理区４では特にＨＯＫＫＡＩＤＯ株により乳酸が良好に産生されていると考
えられた。
【００５３】
　生菌数については、図２に示したように、初発菌数に比べて、２４時間処理後において
全ての処理区で増加が認められたが、処理区４が最も増加していた。
【００５４】
　以上により、人工腸液処理におけるＨＯＫＫＡＩＤＯ株の増殖は、セロオリゴ糖単独で
は無添加区と同様であったが、セロオリゴ糖とマンガンを添加した場合に、促進されるこ
とが判った。なお、セロオリゴ糖の代わりにセロビオース（ＳＩＧＭＡ社製）を用いても
、同様な結果であった（示していない）。
【００５５】
（実施例２）ＨＯＫＫＡＩＤＯ株以外のＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの人工消化液中での生残
性評価
　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株以外のラクトバチルス属の菌に対して、実施例１の効果が認められ
るかについて、同様に試験した。
【００５６】
１．供試菌株
　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株
　Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　基準株（ＪＣＭ－１１４９Ｔ）
　ラクトバチルス・アシドフィルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌ
ｕｓ）基準株（ＪＣＭ－１１３２Ｔ）
【００５７】
２．菌体懸濁液の調製及び人工胃液処理試験
　供試菌を上記の菌株に変更した他は実施例１と同様に行った。その結果を図４に示す。
人工胃液処理によって、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌はわずかに増殖し、他の２株はわずか
に減少した。しかし、いずれの菌株も、人工胃液処理に対する耐性が認められた。
【００５８】
３．人工腸液処理試験
　各菌株から調製した人工胃液処理液を用いて、実施例１と同様に人工腸液処理を行った
。但し、処理区については各菌株について、
処理区１：無添加
処理区２：セロオリゴ糖０．０７５％、炭酸マンガン０．００１％
の各濃度になるように各試薬を添加して行い、処理時間は２０時間で行った。なお、処理
区のセロオリゴ糖及びマンガンの含有量については、セロオリゴ糖１５％、炭酸マンガン
０．２％を含有する動物用飼料組成物を代用乳に０．５％添加すると想定した濃度で添加
した。これらの結果を図５、図６に示す。
【００５９】
　人工腸液処理液のｐＨについては図５に示したように、全ての菌株の処理区において、
初発ｐＨに比べて低下していたが、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株とＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　基準
株（ＪＣＭ－１１４９Ｔ）では処理区２の方が、ｐＨの低下が認められ、各菌株により乳
酸が良好に産生されていると考えられた。ラクトバチルス・アシドフィルス（Ｌａｃｔｏ



(10) JP 5499231 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｕｓ）基準株（ＪＣＭ－１１３２Ｔ）では、処理
区１と処理区２はほとんど変化がなかった。
【００６０】
　生菌数については、図６に示したように、初発菌数に比べて、処理区１では全ての菌株
で処理後に増加していたが、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株とＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　基準株（Ｊ
ＣＭ－１１４９Ｔ）では処理区２の方がさらに増加していた。ラクトバチルス・アシドフ
ィルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｕｓ）基準株（ＪＣＭ－１１
３２Ｔ）では、処理区２に、そのような効果は認められなかった。
【００６１】
　以上により、セロオリゴ糖とマンガンの添加による、増殖促進効果はＬ．ｐｌａｎｔａ
ｒｕｍにおいて共通するものであると考えられた。
【００６２】
（実施例３）マンガン添加量を変化させた場合のＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工消化液中での
生残性評価
　実施例１の試験において、マンガンの添加量を変化させた場合に同様な効果が認められ
るかについて、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を用いて試験した。
【００６３】
１．菌体懸濁液の調製及び人工胃液処理試験
　実施例１と同様に、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を調製し、人工胃液処理試験を行った。胃液処
理によるＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌数の低下は認められなかった（示していない）。
【００６４】
２．人工腸液処理試験
　上記人工胃液処理液を用いて、実施例１と同様に人工腸液処理試験を行った。但し、処
理区については、炭酸マンガンを０％（対照区）、０．００００１％、０．００００５％
、０．０００２％、０．００１％、０．００５％、０．０２５％、０．１％、０．５％と
なるように添加して行い、セロオリゴ糖は全処理区に０．０７５％添加して、処理時間は
２０時間で行った。これらの結果を図７、図８に示す。
【００６５】
　人工腸液処理液のｐＨについては図７に示したように、炭酸マンガン０．００００１％
添加区でも、対照区に比較してｐＨが低下しており、０．００５％添加区までは添加量の
増加と共に、更にｐＨが低下した。０．００５～０．５％までは同程度のｐＨであった。
【００６６】
　また、生菌数については、図８に示したように、炭酸マンガン０．００００１％添加区
でも、対照区と比較して生菌数が増加しており、０．０００２％添加区までは添加量の増
加と共に、更に生菌数が増加した。０．０００２～０．５％までは同程度の生菌数であっ
た。
【００６７】
　以上により、試験した炭酸マンガン添加量の範囲においては、セロオリゴ糖に加えて、
炭酸マンガンが添加されていれば、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの消化液中での生残性を高め
る効果が期待できると考えられた。少なくとも、炭酸マンガンが動物の腸管内に０．００
００１～０．５％（マンガンとして０．０００００５～０．２５％）になるように動物に
給与することができれば上記効果が期待できると考えられた。例えば、炭酸マンガンを０
．００２～９９％（マンガンとして０．００１～５０％）含む動物用飼料組成物を動物用
飼料に０．５％添加した場合に上記効果が期待できると考えられた。
【００６８】
（実施例４）セロオリゴ糖添加量を変化させた場合のＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工消化液中
での生残性評価
　実施例１の試験において、セロオリゴ糖の添加量を変化させた場合に同様な効果が認め
られるかについて、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を用いて試験した。
【００６９】
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１．菌体懸濁液の調製及び人工胃液処理試験
　実施例１と同様に、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を調製し、人工胃液処理試験を行った。胃液処
理によるＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌数の低下は認められなかった（示していない）。
【００７０】
２．人工腸液処理試験
　上記人工胃液処理液を用いて、実施例１と同様に人工腸液処理試験を行った。但し、処
理区については、セロオリゴ糖を０％（対照区）、０．０００２％、０．００１％、０．
０２５％、０．０７５％、０．５％となるように添加して行い、炭酸マンガンは全処理区
に０．００１％添加して、処理時間は２０時間で行った。これらの結果を図９、図１０に
示す。
【００７１】
　人工腸液処理液のｐＨについては図９に示したように、セロオリゴ糖０．０００２％添
加区でも、対照区に比較してｐＨが低下しており、０．５％添加区まで添加量の増加と共
に、更にｐＨが低下した。
【００７２】
　また、生菌数については、図１０に示したように、セロオリゴ糖０．０００２％添加区
でも、対照区と比較して生菌数が増加しており、０．００１％添加区までは添加量の増加
と共に、更に生菌数が増加した。０．００１～０．５％までは同程度の生菌数であった。
【００７３】
　以上により、試験したセロオリゴ糖添加量の範囲においては、炭酸マンガンに加えて、
セロオリゴ糖が添加されていれば、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの消化液中での生残性を高め
る効果が期待できると考えられた。少なくとも、セロオリゴ糖が動物の腸管内に０．００
０２～０．５％になるように動物に給与することができれば上記効果が期待できると考え
られた。例えば、セロオリゴ糖を０．０４～９９％含む動物用飼料組成物を動物用飼料に
０．５％添加した場合に上記効果が期待できると考えられた。
【００７４】
（実施例５）ＨＯＫＫＡＩＤＯ株添加量を変化させた場合のＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工消
化液中での生残性評価
　実施例１の試験において、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの接種量を変化させた場合に同様な
効果が認められるかについて、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を用いて試験した。
【００７５】
１．菌体懸濁液の調製及び人工腸液処理試験
　実施例１と同様に、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を調製した。ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌数は人
工胃液処理によってほとんど影響を受けないことがわかったので、ここでは、菌体を直接
人工腸液処理試験に供した。
【００７６】
　人工腸液処理試験は実施例１と同様におこなった。但し、人工胃液処理液を添加する代
わりに菌体懸濁液を添加して行った。菌体接種量については、処理液中の菌数が１０2.6

ＣＦＵ／ｇ、１０4.6ＣＦＵ／ｇ、１０6.6ＣＦＵ／ｇ、１０8.6ＣＦＵ／ｇ、１０10.6Ｃ
ＦＵ／ｇとなるように菌体懸濁液を添加した。全処理区に炭酸マンガン０．００１％、セ
ロオリゴ糖０．０７５％添加して、処理時間は２０時間で行った。これらの結果を図１１
に示す。
【００７７】
　人工腸液処理前後の生菌数については、図１１に示したように、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を
１０2.6ＣＦＵ／ｇ接種区でも処理後の生菌数が１０8ＣＦＵ／ｇにまで増加していた。添
加量を増加した場合でも、処理後の生菌数は１０7.5～１０9.7ＣＦＵ／ｇとなり、ＨＯＫ
ＫＡＩＤＯ株が増殖し、適切な範囲で維持されることが認められた。
【００７８】
　以上により、試験したＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの接種量の範囲においては、Ｌ．ｐｌａ
ｎｔａｒｕｍが接種され、炭酸マンガンとセロオリゴ糖が添加されていれば、Ｌ．ｐｌａ
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ｎｔａｒｕｍの消化液中の生残性を高める効果が期待できると考えられた。少なくとも、
Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍが腸管内に１０2.6～１０10.6になるように動物に給与すること
ができれば上記効果が期待できると考えられた。例えば、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍを１０
5～１０12ＣＦＵ／ｇ含む動物用飼料組成物を動物用飼料に０．５％添加した場合に上記
効果が期待できると考えられた。
【００７９】
（参考例１）各種オリゴ糖によるＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工消化液中での生残性評価。
【００８０】
　実施例１の試験において、オリゴ糖の種類を変えた場合に同様な効果が認められるかに
ついて、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を用いて試験した。
【００８１】
１．菌体懸濁液の調製及び人工腸液処理試験
　実施例１と同様に、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を調製した。ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌数は人
工胃液処理によってほとんど影響を受けないことがわかったので、ここでは、菌体を直接
人工腸液処理試験に供した。
【００８２】
　人工腸液処理試験は実施例１と同様におこなった。但し、人工胃液処理液を添加する代
わりに菌体懸濁液を処理液中の菌数が１０6.4ＣＦＵ／ｇになるように添加して行った。
処理区については、フラクトオリゴ糖（和光純薬）、ゲンチオオリゴ糖（和光純薬）、イ
ソマルトオリゴ糖（和光純薬）、キシロオリゴ糖（サントリー）、フラクトシルラクトー
ス（和光純薬）を用い、各オリゴ糖を０．５％になるように添加した。オリゴ糖を添加し
ないものを対照区とした。全処理区に炭酸マンガン０．００１％添加して、処理時間は２
０時間で行った。これらの結果を図１２、図１３に示す。
【００８３】
　人工腸液処理液のｐＨについては図１２に示したように、試験した全てのオリゴ糖添加
区で対照区に比較してｐＨの低下が認められた。
【００８４】
　また、生菌数についても、図１３に示したように、試験した全てのオリゴ糖添加区で対
照区と比較して生菌数が増加していた。
【００８５】
　以上により、少なくとも試験した範囲においては、炭酸マンガンに加えて、オリゴ糖が
添加されていれば、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの消化液中での生残性を高める効果が期待で
きると考えられた。
【００８６】
（実施例７）動物用飼料組成物及び動物用配合飼料の調製
　１．ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の調製
　容量３０Ｌのジャーファーメンター×２台中で調整したＭＲＳブロース培地から肉エキ
スを除いた組成の培地に、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株のフルグロースの培養液を種菌として１％
接種し、３７℃、ｐＨ６．５の条件下で２４時間中和培養し、計４０Ｌの培養液を得た。
この培養液を高速冷却遠心機で遠心（３０００Ｇ、５℃、１０分）し、得られた菌体を生
理食塩水で洗浄し、水に１０％のスキムミルクと１％のグルタミン酸ナトリウムを溶解さ
せた溶液４Ｌに懸濁させ、アルミトレイに分注した。これを真空凍結乾燥機（協和真空技
術製ＲＬＥＩＩ－１０３）により、－５０℃に予備凍結後、最終棚温度２５℃で計４８時
間乾燥し、約４００ｇのＨＯＫＫＡＩＤＯ株の凍結乾燥品を得た。
【００８７】
２．動物用飼料組成物の調製
　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の凍結乾燥品３００ｇ(組成物中５％)、炭酸マンガン１２ｇ（組成
物中０．２％）（マンガンとして５．８ｇ（組成物中０．１％）、セロオリゴ糖（日本製
紙ケミカル社製）９００ｇ（組成物中１５％）、ケイ酸（商品名「ウルトラジル」（流動
性改善剤））１２０ｇ（組成物中２％）、トレハロース（林原社製、（増量材、保存安定
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剤））４６６８ｇ（組成物中７７．８％）を均一に混合して動物用飼料組成物を調製した
（製造例１）。
【００８８】
　ＨＯＫＫＡＩＤ株の生菌数を平板希釈法（ＭＲＳ寒天培地）により生菌数を測定したと
ころ、１０9ＣＦＵ／ｇであった。本動物用飼料組成物は溶解性、流動性とも良好であり
、５℃、２５℃において２８日間保存したところ、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生残率はそれぞ
れ、１００％、８４％であり、優れた保存安定性が確認された。
【００８９】
３．動物用配合飼料の調製
　上記動物用飼料組成物を用いて、各種動物用配合飼料の調製を行った。上記動物用飼料
組成物を乾燥でんぷん（松谷化学工業社製）により、重量１００倍に希釈、混合し、粉末
タイプの配合飼料を調製した（製造例２）。本配合飼料は各種飼料に振りかけたり、飼料
原料として使用できる。
【００９０】
　また、上記動物用飼料組成物を子牛用代用乳（組成：脱脂粉乳４２重量％、濃縮ホエー
蛋白３０重量％、混合油脂２５重量％、ビタミン・ミネラル類のプレミックス３重量％）
で重量２５倍に希釈し、子牛用代用乳を調製した（製造例３）。ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生
菌数を平板希釈法（ＭＲＳ寒天培地）により生菌数を測定したところ、製造例２では１．
２×１０7ＣＦＵ／ｇ、製造例３では３．９×１０7ＣＦＵ／ｇであった。
【００９１】
(実施例８)哺乳期の子牛への給与試験
　実際に、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍとセロオリゴ糖及びマンガンを幼動物に給与した際の
効果について調べるため、哺乳期のホルスタイン種の子牛への給与試験を行った。
２．子牛への給与試験
　市場より導入直後の子牛１０個体を外観、体重、体調等の条件が統計学的に偏りないよ
うに、各５頭ずつ２群（投与群、対照群）に分け、代用乳（雪印種苗社製、「カーフミル
クうしっこ」）、人工乳（雪印種苗社製「ハイパスフード４０」）を基礎飼料として、投
与群には上記動物用飼料組成物を１日に２０ｇを２回に分けて、代用乳と混合して給与し
た。対照群には動物用飼料組成物を給与しない以外は投与群と同様にした。導入後２１日
目までの基礎飼料給与プログラムを表１に示す。
【００９２】
【表１】

【００９３】
　初発、９日目、２１日目の各個体から直糞便を採取し、以下のようにＨＯＫＫＡＩＤＯ
株の生菌数を計測した。
【００９４】
３．糞便中のＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌数の測定
（１）便懸濁液の調製
　採取した直腸便５ｇを希釈用バッファー（リン酸二水素カリウム：４．５ｇ、リン酸水
素二ナトリウム：６ｇ、Ｌ－システイン塩酸塩０．５ｇ、Ｔｗｅｅｎ８０：０．５ｇ、寒
天：１ｇを１Ｌの蒸留水に溶解し、１２１℃、１５分高圧滅菌したもの）４５ｇに入れ、
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ストマッカーを用いて均一に懸濁した。この便懸濁液を希釈用バッファーにて、段階希釈
して生菌数の測定に用いた。
【００９５】
（２）ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌数の測定
　便懸濁液の各希釈液をラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）用選択培地であ
るＬＢＳ寒天プレート（Ｄｉｆｃｏ社製）に塗抹し、アネロパック及び嫌気ジャー（三菱
化学社製）を用いて、嫌気状態で３７℃、２日間培養した。生じたコロニーをプレートカ
ウント法により測定した。プレート上に数種類のコロニーが生育したが、コロニーの形態
とＲＡＰＤ法による菌株識別法（非特許文献２参照）により、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株である
ことを確認して計測した。これらの結果を図１４に示す。なお、対照群は試験期間を通し
てＨＯＫＫＡＩＤＯ株は検出されなかった（示していない）。
【００９６】
　投与群の初発菌数は、図１４に示したように、ＨＯＫＫＡＩＤＯ株は検出されなかった
が、投与９日目では、１０5～１０9ＣＦＵ／ｇ－直腸便（群平均で１０7.2ＣＦＵ／ｇ－
直腸便）が検出された。２１日目でも１０5～１０9ＣＦＵ／ｇ－直腸便（群平均で１０6.

7ＣＦＵ／ｇ－直腸便）を維持していた。
【００９７】
　従って、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ、マンガン及びセロオリゴ糖を組合せた飼料組成物を
給与することにより、幼動物の腸管内にＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍを高いレベルで到達させ
ることができ、継続的に給与することで、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍの生菌を高いレベルで
維持又は増殖させることができることが示された。
【００９８】
　なお、本発明は上記の実施の形態及び実施例の構成に限定されるものではなく、発明の
要旨の範囲内で種々変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工胃液処理前後の生菌数を示
す図である（実施例１）。
【図２】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理中のｐＨ変化に対
するマンガン及び／又はセロオリゴ糖の添加の影響を示す図である（実施例１）。
【図３】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理後の生菌数に対す
るマンガン及び／又はセロオリゴ糖の添加の影響を示す図である（実施例１）。
【図４】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　基準
株（ＪＣＭ－１１４９Ｔ）、ラクトバチルス・アシドフィルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｕｓ）基準株（ＪＣＭ－１１３２Ｔ）の人工胃液処理前後の生
菌数を示す図である（実施例２）。
【図５】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　基準
株（ＪＣＭ－１１４９Ｔ）、ラクトバチルス・アシドフィルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｕｓ）基準株（ＪＣＭ－１１３２Ｔ）の人工腸液処理後のｐＨ
変化に対するマンガン及び／又はセロオリゴ糖の添加の影響を示す図である（実施例２）
。
【図６】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株、Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　基準
株（ＪＣＭ－１１４９Ｔ）、ラクトバチルス・アシドフィルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｕｓ）基準株（ＪＣＭ－１１３２Ｔ）の人工腸液処理後の生菌
数に対するマンガン、セロオリゴ糖の添加の影響を示す図である（実施例２）。
【図７】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理中のｐＨ変化に対
するマンガン濃度の影響を示す図である（実施例３）。
【図８】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理後の生菌数に対す
るマンガン濃度の影響を示す図である（実施例３）。
【図９】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理中のｐＨ変化に対
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するセロオリゴ糖濃度の影響を示す図である（実施例４）。
【図１０】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理後の生菌数に対
するセロオリゴ糖濃度の影響を示す図である（実施例４）。
【図１１】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理後の生菌数に対
する接種したＬ．ｐｌａｎｔａｒｕｍＨＯＫＫＡＩＤＯ株の菌数の影響を示す図である（
実施例５）。
【図１２】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理中のｐＨ変化に
対する各種オリゴ糖の影響を示す図である（実施例６）。
【図１３】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の人工腸液処理後の生菌数に対
する各種オリゴ糖の添加の影響を示す図である（実施例６）。
【図１４】Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株、マンガン及びセロオリゴ糖を
含有する動物用飼料組成物の哺乳期の子牛への長期給与が、子牛の直腸便中のＬ．ｐｌａ
ｎｔａｒｕｍ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の生菌数に与える影響を示す図である（実施例８）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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